
募
集

６
月
１
日
は

人
権
擁
護
委
員
の
日

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

広報いよし (16)

■
応
募
資
格　

採
用
予
定
月
の
１
日

現
在
で
満
１８
歳
以
上
２７
歳
未
満
の
日

本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
学
校
教
育

法
に
定
め
る
中
学
校
卒
業
程
度
以
上

の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
自
衛
隊
法

第
３８
条
第
１
項
に
定
め
る
欠
格
事
項

に
該
当
し
な
い
者

■
試
験
種
目　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数

学
、
社
会
及
び
作
文
）、
口
述
試
験
、

適
正
検
査
及
び
身
体
検
査

■
問
い
合
わ
せ　

採
用
時
期
に
よ
り

採
用
人
数
、
試
験
時
期
な
ど
が
異
な

り
ま
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、

愛
媛
県
総
務
部
管
理
局
総
務
管
理
課

担
当
日
野（
☎
９
１
２
ー
２
１
５
１
）

へ
。

女
性
の
権
利
１１０
番

■
日
時　

６
月
２４
日
㈯
、
１０
時
〜
１５

時

　

皆
さ
ん
、
人
権
擁
護
委
員
制
度
を

ご
存
じ
で
す
か
。
６
月
１
日
は
、
人

権
擁
護
委
員
法
が
施
行
さ
れ
た
日
で

す
。
法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委

員
連
合
会
で
は
、
６
月
１
日
を
「
人

平
成
１８
年
度

２
等
陸
・
海
・
空
士

自
衛
官
募
集

■
日
時　

６
月
２３
日
㈮
、
１３
時
〜
１５

時
４０
分

■
場
所　

県
民
文
化
会
館
サ
ブ
ホ
ー

ル■
内
容　

住
田
裕
子
さ
ん（
弁
護
士
）

の
基
調
講
演
・
対
談

■
参
加
料　

無
料

■
申
込
方
法　

は
が
き
、
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

■
問
い
合
わ
せ　

愛
媛
県
県
民
環

境
部
県
民
協
働
局
男
女
参
画
課
事

業
係
（
☎
９
１
２
ー
２
３
３
２
、

９
３
３
ー
４
０
８
３
）
へ
。

第
１１
回
男
女
共
同
参
画

社
会
づ
く
り
推
進
県
民
大
会

「
育
て
よ
う 

一
人
一
人
の 
人
権
意
識
」

ー
思
い
や
り
の
心
・

か
け
が
え
の
な
い
命
を
大
切
に
ー

Ｈ
Ｉ
Ｖ
休
日
血
液
検
査
を

実
施
し
ま
す

　

愛
媛
県
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
７

日
ま
で
の
１
週
間
を「
愛
媛
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検

査
普
及
週
間
」
と
定
め
、「
Ｈ
Ｉ
Ｖ
検

査
を
受
け
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
！

エ
イ
ズ
へ
の
理
解
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
、
エ
イ
ズ
予
防
と
検
査
普
及
に
関

す
る
啓
発
活
動
等
を
実
施
し
ま
す
。

期
間
中
は
、
左
記
の
と
お
り
休
日
の

検
査
を
実
施
し
ま
す
。
エ
イ
ズ
に
関

す
る
悩
み
、
不
安
、
疑
問
等
を
お
持

ち
の
方
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

総務省四国総合通信局
☎９３６－５０５１

そ
し
て
、
こ
の
機
会
に
エ
イ
ズ
の
正

し
い
知
識
を
持
ち
、
誤
解
や
偏
見
を

な
く
し
ま
し
ょ
う
。

休
日
血
液
検
査
の
実
施
に
つ
い
て

　

専
門
の
医
師
が
相
談
な
ど
に
お
答

え
し
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
絶
対

に
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

６
月
４
日
㈰
、
１３
時
〜
１５

時■
場
所　

松
山
保
健
所（
松
山
市
北
持

田
町
１３２
）

※
匿
名
・
無
料
で
検
査
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
そ
の
日
の
う
ち
に
、
検
査
結
果
が
わ
か

り
ま
す
。（
追
加
確
認
検
査
が
必
要
な
場

合
、
検
査
結
果
が
後
日
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。）　

■
問
い
合
わ
せ　

松
山
保
健
所
健
康

増
進
課
感
染
症
対
策
係（
☎
９
４
１
ー

１
１
１
１
、
内
線
２
６
１
）
へ
。

■
場
所　

愛
媛
弁
護
士
会
館（
松
山
市

三
番
町
４
丁
目
８
ー
８
）

■
内
容　

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ

オ
レ
ン
ス
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
女
性
の
問

題
に
つ
い
て
弁
護
士
が
電
話
相
談
に

応
じ
ま
す
。（
面
談
相
談
も
可
）

■
相
談
電
話　

☎
９
４
１
ー
６
２
６
６

※
当
日
の
み
の
直
通
電
話
で
す
。

■
相
談
料　

無
料

■
主
催　

日
本
弁
護
士
連
合
会
・
愛

媛
弁
護
士
会

■
問
い
合
わ
せ　

愛
媛
弁
護
士
会（
☎

９
４
１
ー
６
２
７
９
）
へ
。

権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
て
お
り
、

松
山
地
方
法
務
局
及
び
愛
媛
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
も
、
こ
の
日
を

中
心
と
し
て
、
人
権
擁
護
委
員
制
度

の
周
知
と
人
権
思
想
の
普
及
・
高
揚

に
努
め
て
い
ま
す
。

　

人
権
は
、
人
間
が
幸
福
な
人
生
を

送
る
上
で
、
最
も
大
切
な
権
利
で
す
。

自
分
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
の

人
権
が
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
国
の
内
外
を
問
わ
ず
、
人
々

が
お
互
い
に
人
権
を
守
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
る
い
社
会
を
つ
く
る
こ
と

が
、
私
た
ち
の
願
い
で
す
。

　

人
権
擁
護
委
員
の
日
で
あ
る
６
月

１
日
に
は
、
全
国
一
斉
の
特
設
人
権

相
談
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

※
市
内
の
人
権
相
談
日
時
・
場
所
に
つ
い

て
は
、
１７
ペ
ー
ジ
の
各
種
相
談
欄
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　電波の正しい利用が、私たちの生活
を支えています。電波はルールを守っ
て正しく使いましょう。

不法電波は、犯罪です。

６月１日（木）～１０日（土）

電波保護旬間



《無料人権相談》

○日時　１０：００～１５：００

　本庁地区　６月１日（木）

　市民会館３階和室

　中山地区　６月１日（木）

　なかやま農業総合センター　

　双海地区　６月１日（木）

　下灘コミュニティセンター

《心配ごと相談》

○ 日時・場所　１３：３０～１６：００（祝日

と年末年始は除く）　社会福祉協議

会各事務所

　伊予事務所　毎週水曜日

　中山事務所　毎月第２木曜日

　双海事務所　毎月第２・４水曜日

○弁護士相談日時・場所（要予約）

　６月７日（水）、２１日（水）、１３：３０～

１６：００、社会福祉協議会伊予事務所
※今月から弁護士相談は月２回になり

　ました。

《行政相談》

○本庁地区　毎月第３金曜日

　１０：００～１５：００　生野 勝さん方

　（☎９８２－２０８５）
○中山地区　毎月１０日

　１０：００～１５：００　仙波 道淳さん方

　（☎９６７－１０２０）
○双海地区　毎月第２火曜日

　９：００～１５：００　山口 隆義さん方

　（☎９８７－０６３０）
《家庭児童相談室》

○ 日時　土・日曜日、祝日、年末年始

を除く毎日、８：３０～１７：００

○相談先　伊予市福祉課内家庭相談員

（☎９８２ー１１１１内線５３８）
《女性のための相談》

○ 日時　法律相談／毎週木曜日、健康

相談／毎週金曜日、１３：００～１４：３０

（第５週と祝日は除く）　

○ 場所　愛媛県女性総合センター（松

山市山越町４５０、☎９２６ー１６４４）
《在宅介護支援センター２４時間相談》

　年中無休、２４時間体制で在宅寝たき

　り高齢者などの介護者の電話相談に

　応じます。

○ 相談先　社会福祉協議会伊予事務

所☎９８３ー６２２４、伊予あいじゅ☎
９８２ー６６６８、いよ☎９８３ー２２２５、
森の園☎９８２ー７４７４、なかやま幸
梅園☎９６７－０３００、双海夕なぎ荘
☎９８６－０１３１

《不動産相談》

○ 日時　毎月１０日（土・日曜日、祝日

の場合は翌日）、１３：００～１５：００

○場所　ふるさと創生館

○相談先　宅建協会伊予支部

各種相談
相談無料、秘密厳守

あ
た
た
か
い
善
意
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
の
お
知
ら
せ

古
い
電
話
帳
を
回
収
し
ま
す

広報いよし(17)

植
え
て
は
い
け
な
い

「
け
し
」
を
ご
存
じ
で
す
か

　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
で
は
、
地
球
環
境
・
資
源

保
護
の
立
場
か
ら
古
い
電
話
帳
の
回

収
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
資
源
の
リ

サ
イ
ク
ル
運
動
に
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

■
回
収
期
間　

６
月
５
日
㈪
〜
２３
日

㈮■
回
収
方
法　

配
達
員
が
新
し
い
電

話
帳
を
お
届
け
に
伺
い
ま
す
の
で
、

不
要
と
な
っ
た
電
話
帳
が
あ
り
ま
し

た
ら
お
渡
し
く
だ
さ
い
。（
交
換
方
式
）

な
お
、
ご
不
在
等
で
渡
せ
な
か
っ
た

場
合
「
タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ
セ
ン
タ
」
ま
で

ご
連
絡
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
改

め
て
回
収
に
伺
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

タ
ウ
ン
ペ
ー
ジ

セ
ン
タ
（

０
１
２
０
ー
５
０
６
ー

３
０
９
）
へ
。

※
営
業
時
間　

平
日　

９
時
〜
２０
時

　
　
　

土
曜
・
祝
日　

９
時
〜
１７
時

《
一
般
寄
附
》

○
林
道
石
畳
上
灘
線
建
設
促
進
期
成

　

同
盟
会
双
海
町
地
元
同
盟
会

会
長　

河
内　

利
夫

《
香
典
返
し
》

○
山
本　

吉
直（
中
山
町
中
山
）

亡
母　

ナ
ツ
子

○
玉
岡　

喜
美
子（
灘
町
）

亡
夫　

士
郎（
３
回
忌
）

○
藤
本　

慶
二
（
双
海
町
上
灘
）

亡
母　

都
子

○
北
風　

敬
子（
双
海
町
上
灘
）

亡
夫　

正
高

○
大
森　

都
子（
双
海
町
上
灘
）

亡
夫　

運
夫

○
上
月　

修
二（
米
湊
）
亡
父　

駒
雄

ま
ご
こ
ろ
銀
行
（
敬
称
略
）

　

野
山
に
き
れ
い
な
花
の
咲
く
季
節

と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
畑
や

庭
先
等
に
「
大
麻
」
や
植
え
て
は
い
け

な
い
「
け
し
」
が
栽
培
さ
れ
た
り
、
自

生
し
て
い
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
ら
は
法

律
に
よ
っ
て
許
可
な
く
み
だ
り
に
植

え
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

愛
媛
県
で
は
、
け
し
の
花
が
咲
く

５
月
と
６
月
に
「
不
正
大
麻
・
け
し
撲

滅
運
動
」
を
実
施
し
、
正
し
い
知
識

の
普
及
や
、不
正
栽
培
の「
大
麻
」や「
け

し
」
の
発
見
に
努
め
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
、
植
え
て
よ
い
「
け
し
」
と
植
え

て
は
い
け
な
い
「
け
し
」
の
簡
単
な
見

分
け
方
を
紹
介
し
ま
す
の
で
、
皆
さ

ん
の
お
近
く
の
「
け
し
」
の
花
に
注
意

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

松
山
保
健
所
企

画
課
医
療
対
策
係
（
☎
９
４
１
ー

１
１
１
１
内
線
２
５
７
）
へ
。

植えてはいけない「けし」 植えてよい「けし」

見た目 たけだけしい感じ 弱々しい感じ

草 丈
比較的高い。
（１ｍ～１．５ｍ）

比較的低い。
（４０ｃｍ～１００ｃｍ）

葉や茎の
表面

ほとんど毛がなく、白緑色で
ある。

粗い毛が生えている。

葉
太い茎を半ば抱くような形
でついている。

鮮やかな緑色をしている。

花の色や花びらの数では区別できません。

県
の
木
造
住
宅
に
対
す
る

助
成
制
度
に
つ
い
て

　

愛
媛
県
は
、
全
国
有
数
の
林
産
県

で
す
。
県
産
材
の
利
用
促
進
は
、
地

域
産
業
の
活
性
化
だ
け
で
な
く
、
地

域
環
境
保
全
に
も
つ
な
が
る
た
め
、

県
で
は
、
地
域
材
を
使
用
し
た
木
造

住
宅
の
建
設
、
購
入
を
積
極
的
に
支

援
し
て
い
ま
す
。
住
宅
建
設
・
購
入
の

際
に
は
、
ぜ
ひ
本
制
度
の
活
用
を
ご

検
討
く
だ
さ
い
。

■
内
容　

自
ら
が
居
住
す
る
た
め

に
、
一
戸
建
て
の
対
象
住
宅
を
県
内

で
新
築
・
購
入
さ
れ
る
方
が
、
住
宅
主

要
部
材
に
５０
％
以
上
の
地
域
材
を
利

用
し
、
住
宅
金
融
公
庫
又
は
指
定
金

融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る
場
合
に
、

最
長
で
５
年
間
の
利
子
補
給
が
受
け

ら
れ
る
制
度
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

愛
媛
県
土
木
部
道

路
都
市
局
建
築
住
宅
課（
☎
９
４
１
ー

２
７
７
９
）
へ
。


